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第58号

『出生時育児休業について』
　令和３年６月育児休業法が改正され、令和４年
４月より段階施行されてきました。出生時育児休
業については、令和４年10月に施行されていま
す。

１．出生時育児休業とは
　産後休業をしていない労働者が、原則、出生後
８週間以内の子を養育するためにする休業です。
女性は出産すると産後休業となるため、出生時育
児休業は、通称「産後パパ育休」と呼ばれます
が、養子縁組の子の場合は女性労働者も休業可能
です。

２．休業できる期間
　出生時育児休業は、子の出生の日から８週間を
経過する日の翌日までの期間内に８週間を経過す
る日の翌日までの期間内に４週間（28日）の範囲
内で取得できます。ただし、８週間の期間につい
ては、出産予定日前に子が産まれた場合は、出生
日から出産予定日の８週間後まで、出産予定日後
に子が産まれた場合は、出産予定日から出生日の
８週間後までとされています。

３．休業できる回数
　休業は初めにまとめて申し出れば、２回に分割
可能です。今回の改正で通常の育児休業も２回に
分割して申出できるようになり、男性従業員の場

合、合計４回に分けて育休を取得することができ
ることになります。

４．申出期限
　原則２週間前（特別な事情があるときは１週間
前）の申出が可能です。事業主側にとっては、業
務調整のスケジュールがこれまでより忙しくなり
ます。ただし、雇用環境の整備など法を上回る取
組を労使協定で定めている場合は、申出期限を最
長１か月に延長できる特例が設けられています。

５．就労
　男性の育児休業の促進という観点から、通常の
育児休業と異なり、就労に関しては休業期間中の
労働日・所定労働時間の半分の範囲内で、あらか
じめ定められた計画に従い就労することができま
す。ただし、この特例の適用を受けるためには、
労使協定を締結する必要があります。
　具体的には、労働者が申し出た就業可能日等の
範囲内で、事業主が就業させることを希望する日
等について提示し、休業開始予定日前日までに労
働者の同意を得る流れとなるため、労働者の申出
がないまま事業主が就労を強制することはできま
せん。また、労働者から申出があった場合に必ず
就業させなければならないものでもありません。
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